
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標
指標①
目標値① （単位）

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠
50 ％ 又は 分の

円

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）
令和 3 年度 まで

　少年の非行防止及び保護に関する活動、少年問題に関する調査研究活動、少年補導員の
知能・技能の向上に関する活動に対して補助金を交付することで、青少年の健全育成に資
することを目的とする。
　非行少年や補導される少年の減少を目指す。

糸島市補助金設計書

危機管理課

補助金名称 糸島警察署青少年補導員連絡会補助金

区分 ②奨励・支援的事業補助

該当例規等 なし

基本目標1_未来社会で輝く子どもを育むまちづくり

政策３_切れ目のない学習機会の充実

施策②_青少年の健全育成

【補助対象者】

少年補導活動実施件数（年間）
26 回

【補助対象事業】
市内巡回による少年補導活動、少年問題に関する調査研究活動、少年補導員の知識・技能の
研修活動

糸島警察署青少年補導員連絡会

【補助対象経費】

通信事務費、保険会費、研修費、活動費（R2年度：326,932円）

【補助率】
【補助限度額】 136,000
【積算根拠ほか】

団体との協議により補助限度額136,000円の補助を行っている。


